
2 被告の平成 30年 10月 31日 付 けの臨時株主総会 における、①代表

る取締役 と して紫 垣 昭人 を選任 す 決議 が不存在 であることを確認す

る。

3 訴訟費用は被告の負担 とす る。

事実及び理由

第 1 請求

主文 1項、 2項 と同旨。

第 2 事案の概要
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す登株主であると_主 張する原告大塚万吉 (以 下 「原告」とい う)が 、藤

林久士 (以 下 「藤林」 とい う)が本件株式の株 主であるとして された被

告の平成 30年 2月 26日 付 けの臨時株主総会 (以 下「本件株主総会 1」

とい う。)にお ける主文 1項記載の各決議及び被告の同年 10月 31日 付

2旦己主盤重壺住全二Cl三[二墜 生L塗主総全2_上_と_墜_立
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載 の決議 が、いずれ も不存在 で あ る こ との確認を求めている事案である。

1 前提事実 (後掲 各証拠 に よ り容易 に認 め られ る事 実 で あ る。)

(1)被告は、不動産の売買、賃貸、仲介、管理業等を目的とする株式会

社 で あ り、そ の 率 行 株 式 総 数 500株 である (甲 3)∩

2!_王成旦Ω生 2週 2Ω 巳生ヤ立玉、_①杢生蛙童2:墜_主と_Lて墾:埜が出庄

して、本件株 主総会 1が 開催 され 、②代表取締役たる取締役である原

告 を解任す る旨の決議、③代表取締役たる取締役 として藤林 を選任す

る旨の決議及び④被告の本店を東 都港区新橋 2丁 目16番 1号から

X=登墜区虚∠星ユニニ旦_2_重L量言墨[国[■i壁」三全生2_上堕墜壁壁≦⊇上

議 (以 下 、合 わせ て 「本 件 決 議 |と し )が行 われ た と して、臨時株｀つ 。

主総会議事録が作成 され、その旨の登記が された (甲 3、 5、 6の 1

ないし6 )。

2 争点

本件 の争 点 は、本件株 式 の株 主が原 (大塚万吉)で あるか否かである。

(原告の主張 )
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川 嘉次 (以 下 「堀川 |と い う。)が
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